
 綾瀬市議会６月定例会会期日程  

 

令和５年５月 

月・日 曜日 会    議 事       項 

 ６・ １ 木 本   会   議 
・一般議案 

・ 一般質問通告書午後４時締切 

    ２ 金 休       会  

    ３ 土 休       会  

    ４ 日 休       会  

    ５ 月 休       会  

    ６ 火 市民福祉常任委員会  

    ７ 水 経済建設常任委員会  

    ８ 木 総務教育常任委員会  

    ９ 金 休       会  

   １０ 土 休       会  

   １１ 日 休       会  

   １２ 月 基地政策特別委員会      

   １３ 火 休       会  

１４ 水 休       会 ・写真撮影申込正午締切 

１５ 木 本   会   議 ・一般質問 

１６ 金 
本   会   議 ・一般質問 

議会運営委員会  

   １７ 土 休       会  

   １８ 日 休       会  

１９ 月 本   会   議 ・一般質問 

２０ 火 休       会  

２１ 水 
本   会   議 

・委員会付託議案の委員長報告～採決 

・一般質問掲載申出書締切日 

 議会全員協議会  

○開議時間については、午前９時〔最終日は９時３０分〕 

 本   会   議・・・議    場  議会運営委員会・・・第１委員会室 

 総務教育常任委員会・・・第１委員会室  市民福祉常任委員会・・・第１委員会室 

 経済建設常任委員会・・・第１委員会室  基地政策特別委員会・・・第１委員会室 

 

資料４ 



  

綾瀬市議会６月定例会議事日程（第１号） 

 

令和５年６月１日（木）午前９時開議

日程第 １         会期決定について 

日程第 ２  第1 4 6号議案 令和５年度綾瀬市一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ３  第1 4 7号議案 令和５年度綾瀬市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ４  第２２号議案 綾瀬市印鑑条例の一部を改正する条例 

日程第 ５  第２３号議案 綾瀬市下水道条例の一部を改正する条例 

日程第 ６  第２４号議案 綾瀬市火災予防条例の一部を改正する条例 

日程第 ７  第２５号議案 市道路線の廃止について（Ｒ１３） 

日程第 ８  第２６号議案 市道路線の廃止について（Ｒ１４） 

日程第 ９  第２７号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６４８） 

日程第１０ 第２８号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６４９） 

日程第１１ 第２９号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６８８） 

日程第１２ 第３０号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６９１－１） 

日程第１３ 第３１号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６９２） 

日程第１４ 第３２号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６９５） 

日程第１５ 第３３号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６９６） 

日程第１６ 第３４号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６９７） 

日程第１７ 第３５号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６９８） 

日程第１８ 第３６号議案 市道路線の廃止について（Ｒ６９９） 

日程第１９ 第３７号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７００） 

日程第２０ 第３８号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７０１） 

日程第２１ 第３９号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７０２） 

日程第２２ 第４０号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７０３） 

日程第２３ 第４１号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７０４） 

日程第２４ 第４２号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７０６） 

日程第２５ 第４３号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７０７） 

日程第２６ 第４４号議案 市道路線の廃止について（Ｒ７０８） 

日程第２７ 第４５号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８８２） 

日程第２８ 第４６号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９１） 

日程第２９ 第４７号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９２） 

日程第３０ 第４８号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９３） 

日程第３１ 第４９号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９４） 

日程第３２ 第５０号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９５） 

日程第３３ 第５１号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９６） 



  

日程第３４ 第５２号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９７） 

日程第３５ 第５３号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９８） 

日程第３６ 第５４号議案 市道路線の廃止について（Ｒ８９９） 

日程第３７ 第５５号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０１） 

日程第３８ 第５６号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０２） 

日程第３９ 第５７号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０３） 

日程第４０ 第５８号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０４） 

日程第４１ 第５９号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０５） 

日程第４２ 第６０号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０６） 

日程第４３ 第６１号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０７） 

日程第４４ 第６２号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９０９） 

日程第４５ 第６３号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９１０） 

日程第４６ 第６４号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９１３） 

日程第４７ 第６５号議案 市道路線の廃止について（Ｒ９１４） 

日程第４８ 第６６号議案 市道路線の認定について（Ｒ１３－１） 

日程第４９ 第６７号議案 市道路線の認定について（Ｒ１４－１） 

日程第５０ 第６８号議案 市道路線の認定について（Ｒ８８２－１） 

日程第５１ 第６９号議案 市道路線の認定について（Ｒ９０４－１） 

日程第５２ 第７０号議案 市道路線の認定について（Ｒ９１３－１） 

日程第５３ 第７１号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５１） 

日程第５４ 第７２号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５２） 

日程第５５ 第７３号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５３） 

日程第５６ 第７４号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５４） 

日程第５７ 第７５号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５５） 

日程第５８ 第７６号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５６） 

日程第５９ 第７７号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５７） 

日程第６０ 第７８号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５８） 

日程第６１ 第７９号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６５９） 

日程第６２ 第８０号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６０） 

日程第６３ 第８１号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６１） 

日程第６４ 第８２号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６２） 

日程第６５ 第８３号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６３） 

日程第６６ 第８４号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６４） 

日程第６７ 第８５号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６５） 

日程第６８ 第８６号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６６） 

日程第６９ 第８７号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６７） 



  

日程第７０ 第８８号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６８） 

日程第７１ 第８９号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６６９） 

日程第７２ 第９０号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７０） 

日程第７３ 第９１号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７１） 

日程第７４ 第９２号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７２） 

日程第７５ 第９３号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７３） 

日程第７６ 第９４号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７４） 

日程第７７ 第９５号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７５） 

日程第７８ 第９６号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７６） 

日程第７９ 第９７号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７７） 

日程第８０ 第９８号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７８） 

日程第８１ 第９９号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６７９） 

日程第８２ 第1 0 0号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８０） 

日程第８３ 第1 0 1号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８１） 

日程第８４ 第1 0 2号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８２） 

日程第８５ 第1 0 3号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８３） 

日程第８６ 第1 0 4号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８４） 

日程第８７ 第1 0 5号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８５） 

日程第８８ 第1 0 6号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８６） 

日程第８９ 第1 0 7号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８７） 

日程第９０ 第1 0 8号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８８） 

日程第９１ 第1 0 9号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６８９） 

日程第９２ 第1 1 0号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９０） 

日程第９３ 第1 1 1号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９１） 

日程第９４ 第1 1 2号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９２） 

日程第９５ 第1 1 3号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９３） 

日程第９６ 第1 1 4号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９４） 

日程第９７ 第1 1 5号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９５） 

日程第９８ 第1 1 6号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９６） 

日程第９９ 第1 1 7号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９７） 

日程第1 0 0 第1 1 8号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９８） 

日程第1 0 1 第1 1 9号議案 市道路線の認定について（Ｒ１６９９） 

日程第1 0 2 第1 2 0号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７００） 

日程第1 0 3 第1 2 1号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０１） 

日程第1 0 4 第1 2 2号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０２） 

日程第1 0 5 第1 2 3号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０３） 



  

日程第1 0 6 第1 2 4号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０４） 

日程第1 0 7 第1 2 5号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０５） 

日程第1 0 8 第1 2 6号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０６） 

日程第1 0 9 第1 2 7号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０７） 

日程第1 1 0 第1 2 8号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０８） 

日程第1 1 1 第1 2 9号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７０９） 

日程第1 1 2 第1 3 0号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１０） 

日程第1 1 3 第1 3 1号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１１） 

日程第1 1 4 第1 3 2号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１２） 

日程第1 1 5 第1 3 3号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１３） 

日程第1 1 6 第1 3 4号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１４） 

日程第1 1 7 第1 3 5号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１５） 

日程第1 1 8 第1 3 6号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１６） 

日程第1 1 9 第1 3 7号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１７） 

日程第1 2 0 第1 3 8号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１８） 

日程第1 2 1 第1 3 9号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７１９） 

日程第1 2 2 第1 4 0号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７２０） 

日程第1 2 3 第1 4 1号議案 市道路線の認定について（Ｒ１７２１） 

日程第1 2 4 第1 4 2号議案 市道路線の廃止について（Ｒ１１７３） 

日程第1 2 5 第1 4 3号議案 市道路線の認定について（Ｒ７４０－２） 

日程第1 2 6 第1 4 4号議案 市道路線の認定について（Ｒ８１６－３） 

日程第1 2 7 第1 4 5号議案 市道路線の認定について（Ｒ１１７３－１） 

日程第1 2 8 第 ３ 号報告 令和４年度綾瀬市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

日程第1 2 9 第 ４ 号報告 令和４年度綾瀬市一般会計継続費繰越計算書について 

日程第1 3 0 第 ５ 号報告 令和４年度綾瀬市公共下水道事業会計予算繰越計算書につ 

             いて 

 



 

請 願 文 書 表 

 

請  願  第   １   号 
令和５年 ５ 月 １９ 日 受   付 

令和５年 ６ 月 １ 日 委員会付託 

 

 

件       名 

 

 

 インボイス制度の実施延期を求める意見書の提出を

求める請願書 

 

 

代 表 者 

 

 

 

住 所 

 

 大和市南林間１－７－７ 

 

  諸要求実現県央四市共同行動実行委員会 

   実行委員長 永 澤 三 郎 

 

氏 名 

 

紹 介 議 員  福 田 久美子 

 

―――  請 願 の 原 文  ――― 

 

請願趣旨 

 いまだ続くコロナ禍の影響、急激な物価高騰が家計、事業経営を圧迫し、地域経済

の停滞、悪化を招いています。「物価高倒産」は前年度比３．４倍（帝国データバン

ク４月１０日）にのぼっています。 

 世界でも同様の状況ですが、日本以外の１００を超える国や地域が日本の消費税に

当たる付加価値税の税率を緊急に引下げています。日本は消費税の引下げどころか、

この１０月からインボイス制度を実施しようとしています。 

 インボイス制度が実施されれば、消費税の免税事業者への新たな税負担や過酷な実

務負担が押しつけられます。既に、「インボイス登録しないと回答したら３月で契約

が打ち切られた」事例が出ています。小規模事業者の取引排除が広がれば、地域経済

はますます疲弊することになります。 

 影響を受けるのは小規模事業者やフリーランスだけではありません。太陽光パネル

を設置して売電している家庭や敷地に飲み物などの自動販売機を設置している家庭に

もインボイス発行事業者登録に関する働きかけが行われています。 



 政府は１６１万件がインボイス制度の対象になり、２，４８０億円の増収になると

試算しているように、インボイス制度は税率変更を伴わない消費税の増税策です。 

 今インボイス制度が始まれば、コロナ禍や物価高から事業の維持・再建を図ろうと

している中小事業者やフリーランスに大きな足かせとなることは火を見るより明らか

です。 

 政府は激変緩和措置として、期間限定の消費税の負担軽減策を打ち出していますが、

あくまで期間限定であり、軽減措置を適用するための経理処理はかえって煩雑さを招

きます。よって１０月からのインボイス制度の実施を当面延期していただくことを求

める意見書の提出をお願いいたします。 

 

請願項目 

 インボイス制度の実施を当面延期すること 



 

請 願 文 書 表 

 

請  願  第   ２   号 
令和５年 ５ 月 １９ 日 受   付 

令和５年 ６ 月 １ 日 委員会付託 

 

 

件       名 

 

 

 所得税法第５６条の見直しを求める意見書の提出を

求める請願書 

 

 

代 表 者 

 

 

 

住 所 

 
 大和市南林間１－７－７ 

 

大和民主商工会婦人部 

   部長 小 川 さおり 
 

氏 名 

 

紹 介 議 員  福 田 久美子 

 

―――  請 願 の 原 文  ――― 

 

請願趣旨 

 中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられています。 

 所得税法第５６条は、「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の

支払いは必要経費に算入しない」（条文趣旨）として、家族従業者の働き分（自家労

賃）を経費として認めないことを規定しています。 

 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者が年間８６万円、家族が同５０万円を

控除されるのみで、時給に換算すると最低賃金にも及びません。このため、自営業者

の配偶者や家族は、社会的にも経済的にも自立しにくく、社会保障や行政手続などで

不利益を受けています。後継者育成にも大きな妨げとなっています。 

 政府は「青色申告にすれば給料を経費にできる」（所得税法第５７条）と言います

が、既に白色申告者に対する記帳や記録保存の制度が設けられ、電子帳簿保存制度も

始まっています。働いている実態があり、商売に応じた記帳を行っているにもかかわ

らず、申告の仕方によって、納税者を差別する合理的根拠は失われています。 



 明治時代の家父長制的「世帯課税」を引き継ぐ５６条は、日本のジェンダー差別の

根幹に関わる問題でもあります。人権問題として、差別的税制をこれ以上放置せず、

家族従業者の労働の社会的評価、働き分を正当に認めるため、５６条は廃止するべき

です。 

 今、５６０を超す自治体が「５６条の廃止を求める意見書」を国に上げています。

男女平等を求める国内外の女性運動との共同・連帯で、国連女性差別撤廃委員会が日

本政府に「所得税法の見直し」を勧告し、日本弁護士連合会（日弁連）や税理士団体

からも意見書が出されるなど、５６条廃止を求める世論は大きく広がっています。 

 家族従業者の人権保障の基礎をつくるために、以下の請願項目へのご賛同を是非お

願いいたします。 

 

請願項目 

 所得税法第５６条の見直しを政府に求めてください 



 

請 願 文 書 表 

 

請  願  第   ３   号 
令和５年 ５ 月 ２４ 日 受   付 

令和５年 ６ 月 １ 日 委員会付託 

 

 

件       名 

 

 

 日本政府に対し、「核兵器禁止条約」に署名・批准

するよう求める意見書の提出を求める請願 

 

 

代 表 者 

 

 

 

住 所 

 

 綾瀬市綾西４－１５－１６ 

 

  日本政府に「核兵器禁止条約」の署名・批准を求 

める綾瀬実行委員会 

   野 村 耕 司 

 

氏 名 

 

紹 介 議 員  畑 井 陽 子、越 川 好 昭、福 田 久美子 

 

―――  請 願 の 原 文  ――― 

 

請願の趣旨 

 「核兵器禁止条約」は、２０１７年７月７日、国連の会議において１２２か国の賛

同を得て採択され、５０か国の批准によって２０２１年１月２２日に発効しました。

これにより核兵器は存在そのものが禁止され、国際法で違法とされました。 

 その後、９２か国が署名し、うち６８か国が批准を済ませております。 

 日本は、１９４５年８月６日に広島、同月９日長崎に、それぞれ１発の原子爆弾の

投下により一瞬のうちに壊滅させられ、２１万人の命が奪われました。 

核兵器の破壊力は人類の生存、文明、歴史を消滅させるだけでなく、何世代にもわ

たり多大な影響を及ぼすものです。ロシアによるウクライナ侵略は国際法違反の許し

がたいものです。ロシアはこの戦争において度々核兵器使用の威嚇を行っています。

このことは、核兵器による抑止力論は幻想でしかないこと。また、人類存亡の危機を

現実的に示すものとなっているといえます。 

日本は、世界で唯一の戦争被爆国です。日本政府が「核兵器禁止条約」の署名・批 

准を行うことにより核兵器禁止の国際世論は一層励まされ、核兵器廃絶に向け大きな 



力となるものです。 

 綾瀬市は１９８４年１２月１９日に「核兵器廃絶平和都市宣言」を行いました。 

 綾瀬市議会として、同平和都市宣言の立場から核兵器のない世界を希求する国内外

の広範な世論に応えていただきたく、次のとおり請願いたします。 

 

請願事項 

 日本政府に対し、「核兵器禁止条約」に署名・批准するよう求める意見書を提出し

てください。 



 

陳 情 文 書 表 

  

陳  情  第   １   号 
令和５年 ５ 月 ２２ 日 受  付 

令和５年 ６ 月  １  日 審査依頼 

 

 

  件       名 

 

 

 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・

集金を自粛するよう求める陳情 

 

 

 代 表 者  

 

 

 

住 所 

 
 綾瀬市吉岡１７２８－６ 

 

 

   佐 藤 晴 美 
 

氏 名 

 

 

―――  陳 情 の 原 文  ――― 

 

趣旨 

１ 政党機関紙の市庁舎内での、勧誘・購読・配達への庁舎管理規則適用の徹底を行

政に求めること。 

２ 政党機関紙の購読は、個人の自由で制限されるべきものではありませんが、庁舎

内の政治的中立性への疑念を払拭するために、読みたい方は配達先を自宅とするこ

とを職員に指導することを行政に求めること。 

３ 職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたとい

う実態がないかを確認、調査を行政に求めること。（川崎市等の実例参照） 

 

理由 

 近年、全国各市町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘・配達・集金が許可なく行われ

ていることが問題となっており、産経新聞などの各種メディアで報道されています。 

 最近では共同通信が調査した記事が報道され、実態が報告されていますが、政党機

関紙をこれほど多くの職員が購読している（させられている）とは思いませんでした。

特に、市議に勧誘され、「購読しなければならないというような圧力を感じた」と答

えた市職員が７割以上にものぼったというのは、大変深刻な状況です。新聞報道によ

ると、全国自治体でも同様の事例がたくさんあるようです。 



 ここで問題になってくるのは、庁舎管理規則の徹底です。庁舎管理規則によれば、

庁舎内での物品等の販売には管理者の許可が必要とありますが、綾瀬市では市議会議

員が庁舎の中で物品等を販売する場合は、この限りではないと解釈をされていること

です。本来必要であるはずの管理者による許可を市議会議員は必要としないことは市

議会議員の特権となりますので認めることはできません。 

 以上の理由により、陳情いたします。 


